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則

○
青
森
県
鉄
道
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

並
行
在
来
線

対

策

室)

…

�

○
青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

こ

ど

も

み
ら
い
課)

…

�

規

則

青
森
県
鉄
道
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
六
号

青
森
県
鉄
道
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
鉄
道
施
設
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
四
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
七
十
四
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一

(

第
四
条
関
係)

一

当
該
年
度
に
要
し
た
額
に
基
づ
き
算
定
す
る
経
費

…
…
…

…
…
…
…

青 森 県 報�����	
�� 
� 号外第27号�

区
分

工

事

種

別

等

金

額

保
線

関
係

並
ま
く
ら
木
交
換

分
岐
ま
く
ら
木
交
換

橋
ま
く
ら
木
交
換

当
該
工
事
種
別
等
ご
と
の
当

該
年
度
に
要
し
た
額
に
百
分

の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

Ｐ
Ｃ
修
繕

踏
切
仮
撤
去
復
旧

踏
切
修
繕

当
該
工
事
種
別
等
ご
と
の
当

該
年
度
に
要
し
た
額
に
百
分

の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額

伸
縮
継
ぎ
目
前
後
の
溶
接

Ｐ
Ｃ
ま
く
ら
木
交
換

レ
ー
ル
遊
間
整
正

ロ
ン
グ
レ
ー
ル
設
定
替
え

除
草

踏
切
改
良

道
床
安
定
剤
散
布

除
雪

凍
上
作
業

当
該
年
度
に
要
し
た
額

土
木

関
係

橋
り
ょ
う
修
繕(

ペ
イ
ン
ト
に
よ
る
塗
装
に
限
る
。)

盛
土
及
び
切
取
り
修
繕

災
害
要
注
箇
所
の
除
草
等

法の
り

面
修
繕

土
留
壁
修
繕

排
水
設
備
修
繕

こ
線
橋
修
繕

ト
ン
ネ
ル
防
水
修
繕

下
水
修
繕

乗
降
場
設
備
修
繕

鉄
道
林
保
守

土
木
構
造
物
検
査

除
雪

土
留
壁
改
良

排
水
設
備
改
良

水
位
計
等
改
良

落
石
及
び
雪
崩
止
め
さ
く
等
修
繕

設
備
建
物
修
繕

(

維
持
及
び
管
理
に
係
る
も
の
に
限

る
。)

線
路
諸
標
及
び
車
止
め
修
繕

当
該
年
度
に
要
し
た
額

�
�
�
�
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二

当
該
年
度
に
お
け
る
減
価
償
却
費
に
相
当
す
る
額
に
基
づ
き
算
定
す
る
経
費

青 森 県 報平成21年３月30日 月曜日 号外第27号 �

検
査

・
災

害
警

備
関

係

線
路
巡
回
検
査

軌
道
検
測
車
運
行

レ
ー
ル
探
傷
車
運
行

建
築
限
界
測
定
車
運
行

軌
道
中
心
間
隔
測
定
車
運
行

施
設
設
備
シ
ス
テ
ム
運
用

資
材
管
理
シ
ス
テ
ム
運
用

線
路
災
害
警
備
等

線
路
災
害
復
旧
費

(

災
害
保
険
料
及
び
応
急
復
旧
費

を
含
む
。)

当
該
年
度
に
要
し
た
額

電
気

設
備

吊ち
ょ
う架
線
修
繕

ポ
イ
ン
ト
ヒ
ー
タ
ー
修
繕

変
電
所
信
号
そ
の
他
の
電
力
料
金

電
車
線
路
付
属
設
備
修
繕

照
明
設
備
修
繕

一
般
用
電
力
料
金

電
気
転
て
つ
機
及
び
レ
ー
ル
ボ
ン
ド
修
繕

信
号
保
安
設
備
修
繕

踏
切
保
安
装
置
修
繕

コ
ン
ク
リ
ー
ト
柱
等
取
替
え

駅
照
明
電
力
料
金

配
電
盤
及
び
配
電
線
路
修
繕

(

小
変
圧
器
及
び
中
変

圧
器
を
含
む
。)

信
号
保
安
装
置
修
繕

踏
切
保
安
設
備
修
繕

通
信
設
備
修
繕

電
気
設
備
検
修

(

電
力
設
備
に
限
る
。)

電
気
設
備
検
修

(

信
通
設
備
に
限
る
。)

指
令
シ
ス
テ
ム
修
繕

当
該
年
度
に
要
し
た
額

区
分

工

事

種

別

等

金

額

保
線

関
係

ま
く
ら
木
の
交
換

(

種
別
変
更
に
限
る
。)

、
改
良

及
び
新
設

除
雪
関
係
設
備
及
び
機
器
の
取
替
え
、
改
良
、
購
入

及
び
新
設

当
該
年
度
に
お
け
る
減
価
償

却
費
に
相
当
す
る
額

土
木

関
係

橋
り
ょ
う
ペ
イ
ン
ト
塗
装(

耐
候
化
及
び
延
命
化
に

係
る
も
の
に
限
る
。)

盛
土
及
び
切
取
り
改
良

法の
り

面
の
改
良
及
び
新
設

災
害
検
知
装
置
等
の
取
替
え
、
改
良
及
び
新
設

こ
線
橋
の
取
替
え
及
び
改
良

ト
ン
ネ
ル
の
改
修
及
び
新
設

下
水
の
改
良
及
び
新
設

乗
降
場
設
備
改
良

鉄
道
林
の
改
良
及
び
新
設

土
木
構
造
物
検
査
機
器
の
取
替
え
、
改
良
及
び
購
入

除
雪
関
係
設
備
及
び
機
器
の
取
替
え
、
改
良
、
購
入

及
び
新
設

土
留
壁
新
設

排
水
設
備
新
設

水
位
計
等
新
設

落
石
及
び
雪
崩
止
め
さ
く
等
の
改
良
及
び
新
設

設
備
建
物
の
改
良
及
び
新
設(

維
持
及
び
管
理
に
係

る
も
の
に
限
る
。)

線
路
諸
標
及
び
車
止
め
の
取
替
え
、
改
良
及
び
新
設

当
該
年
度
に
お
け
る
減
価
償

却
費
に
相
当
す
る
額

検
査

・
災

害
警

備
関

係

検
測
用
機
械
器
具
の
取
替
え
、
改
良
及
び
購
入

施
設
設
備
シ
ス
テ
ム
の
取
替
え
、
改
良
及
び
新
設

資
材
管
理
シ
ス
テ
ム
の
取
替
え
、
改
良
及
び
新
設

当
該
年
度
に
お
け
る
減
価
償

却
費
に
相
当
す
る
額

電
気

設
備

吊ち
ょ
う架
線
の
取
替
え
、
改
良
及
び
新
設

ポ
イ
ン
ト
ヒ
ー
タ
ー
の
取
替
え
、
改
良
及
び
新
設

電
車
線
路
付
属
設
備
の
取
替
え
、
改
良
及
び
新
設

照
明
設
備
の
取
替
え
、
改
良
及
び
新
設

電
気
転
て
つ
機
の
取
替
え
、
改
良
及
び
新
設

レ
ー
ル
ボ
ン
ド
の
取
替
え
、
改
良
及
び
新
設

信
号
保
安
設
備
の
取
替
え
、
改
良
及
び
新
設

踏
切
保
安
装
置
の
取
替
え
、
改
良
及
び
新
設

コ
ン
ク
リ
ー
ト
柱
等
新
設

配
電
盤
及
び
配
電
線
路
の
取
替
え
、
改
良
及
び
新
設

(

小
変
圧
器
及
び
中
変
圧
器
を
含
む
。)

信
号
保
安
装
置
の
取
替
え
、
改
良
及
び
新
設

踏
切
保
安
設
備
の
取
替
え
、
改
良
及
び
新
設

当
該
年
度
に
お
け
る
減
価
償

却
費
に
相
当
す
る
額

� �
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別
表
第
二

(

第
四
条
関
係)

一

当
該
年
度
に
要
し
た
額
に
基
づ
き
算
定
す
る
経
費

二

当
該
年
度
に
お
け
る
減
価
償
却
費
に
相
当
す
る
額
に
基
づ
き
算
定
す
る
経
費

別
表
第
三

(

第
四
条
関
係)

一

当
該
年
度
に
要
し
た
額
に
基
づ
き
算
定
す
る
経
費

二

当
該
年
度
に
お
け
る
減
価
償
却
費
に
相
当
す
る
額
に
基
づ
き
算
定
す
る
経
費

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報�����	
�� 
� 号外第27号�

通
信
設
備
の
取
替
え
、
改
良
及
び
新
設

指
令
シ
ス
テ
ム
の
取
替
え
、
改
良
及
び
新
設

区
分

工

事

種

別

等

金

額

保
線

関
係

ロ
ン
グ
レ
ー
ル
交
換(

ロ
ン
グ
レ
ー
ル
化
を
含
む
。)

定
尺
レ
ー
ル
交
換

損
傷
レ
ー
ル
交
換

分
岐
器
全
交
換

(

分
岐
器
弾
性
化
を
含
む
。)

接
着
絶
縁
レ
ー
ル
及
び
伸
縮
継
ぎ
目
交
換

分
岐
器
部
分
交
換

道
床
交
換

道
床
補
充

マ
ル
チ
プ
ル
タ
イ
タ
ン
パ
ー
に
よ
る
軌
道
整
備

バ
ラ
ス
ト
レ
ギ
ュ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
軌
道
整
備

支
障
箇
所
突
き
固
め

総
突
き
固
め

締
結
装
置
補
修

ス
イ
ッ
チ
マ
ル
チ
プ
ル
タ
イ
タ
ン
パ
ー
突
き
固
め

当
該
年
度
に
要
し
た
額

並
ま
く
ら
木
交
換

分
岐
ま
く
ら
木
交
換

橋
ま
く
ら
木
交
換

当
該
工
事
種
別
等
ご
と
の
当

該
年
度
に
要
し
た
額
に
百
分

の
三
十
を
乗
じ
て
得
た
額

Ｐ
Ｃ
修
繕

踏
切
仮
撤
去
復
旧

踏
切
修
繕

当
該
工
事
種
別
等
ご
と
の
当

該
年
度
に
要
し
た
額
に
百
分

の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額

砕
石
の
工
事
用
臨
時
列
車
運
行

レ
ー
ル
の
工
事
用
臨
時
列
車
運
行

当
該
年
度
に
要
し
た
額

土
木

関
係

橋
り
ょ
う
修
繕(

ペ
イ
ン
ト
に
よ
る
塗
装
を
除
く
。)

当
該
年
度
に
要
し
た
額

電
気

設
備

変
電
設
備
修
繕

当
該
年
度
に
要
し
た
額

区
分

工

事

種

別

等

金

額

保
線

関
係

レ
ー
ル
の
交
換

(

種
別
変
更
に
限
る
。)

及
び
新
設

分
岐
器
の
改
良
及
び
新
設

レ
ー
ル
付
属
品
の
取
替
え
、
改
良
及
び
新
設

道
床
及
び
路
盤
の
改
良
及
び
新
設

保
線
用
機
械
器
具
の
取
替
え
、
改
良
及
び
購
入

保
守
基
地
設
備
の
改
良
及
び
新
設

当
該
年
度
に
お
け
る
減
価
償

却
費
に
相
当
す
る
額

土
木

関
係

橋
り
ょ
う
架
け
替
え

当
該
年
度
に
お
け
る
減
価
償

却
費
に
相
当
す
る
額

電
気

設
備

変
電
所
設
備
取
替
え

当
該
年
度
に
お
け
る
減
価
償

却
費
に
相
当
す
る
額

区
分

工

事

種

別

等

金

額

電
気

設
備

ト
ロ
リ
ー
線
張
替
え

ト
ロ
リ
ー
線
修
繕

当
該
年
度
に
要
し
た
額

区
分

工

事

種

別

等

金

額

電
気

設
備

ト
ロ
リ
ー
線
の
改
良
及
び
新
設

当
該
年
度
に
お
け
る
減
価
償

却
費
に
相
当
す
る
額

� �
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青
森
県
規
則
第
三
十
七
号

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
五
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢
、
里
親
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令

(

平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
五
号
。
以

下

｢

里
親
認
定
等
省
令｣

と
い
う
。)

｣

を
削
る
。

第
十
五
条
を
削
り
、
第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項
中

｢
第
十
七
号
様
式
の
二｣

を

｢

第
十
八
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二

項
中

｢

第
十
七
号
様
式
の
三｣
を

｢
第
十
九
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

第
十
七
号
様
式

の
四｣

を

｢

第
二
十
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢

第
十
七
号
様
式
の
五｣

を

｢

第
二
十
一

号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
六
条
中

｢

第
二
十
一
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
二
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
中

｢

第
二
十
二
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
三
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
二
十
条
中

｢

第
二
十
三
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
四
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
見
出
し
を

｢
(

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
等
開
始
届
書
等)

｣

に
改
め
、
同
条
第

一
項
中

｢

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
開
始
届
書

(

第
二
十
四
号
様
式｣
を

｢

児
童
自
立
生
活
援
助
事

業
等
開
始
届
書

(

第
二
十
五
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
変
更

届
書

(

第
二
十
五
号
様
式｣

を

｢

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
等
変
更
届
書

(
第
二
十
六
号
様
式｣

に

改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
廃
止

(

休
止)

届
書

(

第
二
十
六
号
様
式｣

を

｢

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
等
廃
止

(

休
止)

届
書

(

第
二
十
七
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
中

｢

第
三
十
一
号
様
式｣

を

｢

第
三
十
四
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
六
条

と
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中

｢

第
二
十
九
号
様
式｣

を

｢

第
三
十
二
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項

中

｢

第
三
十
号
様
式｣

を

｢

第
三
十
三
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中

｢

第
二
十
七
号
様
式｣

を

｢

第
三
十
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第
二
十
八
号
様
式｣

を

｢

第
三
十
一
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

一
時
預
か
り
事
業
開
始
届
書
等)

第
二
十
二
条

法
第
三
十
四
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
一
時
預
か
り
事
業
開
始
届

書

(

第
二
十
五
号
様
式)

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
三
十
四
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
一
時
預
か
り
事
業
変
更
届
書

(

第
二

十
六
号
様
式)

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
三
十
四
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
一
時
預
か
り
事
業
廃
止

(

休
止)

届

書

(

第
二
十
七
号
様
式)

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

養
育
里
親
名
簿
の
登
録
の
申
請
書
等)

第
二
十
三
条

省
令
第
三
十
六
条
の
三
十
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
は
、

養
育
里
親
名
簿
登
録
申
請
書

(

第
二
十
八
号
様
式)

に
よ
り
、
居
住
地
を
管
轄
す
る
児
童
相
談
所

長
を
経
由
し
て
知
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

児
童
相
談
所
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
者
の
家

庭
等
の
状
況
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
養
育
里
親
名
簿
に
登
録
す
る
こ
と

(

省
令
第
三
十
六
条
の

三
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
専
門
里
親
と
し
て

養
育
里
親
名
簿
に
登
録
す
る
こ
と)

の
適
否
に
つ
い
て
意
見
を
付
し
、
当
該
申
請
書
に
養
育
里
親

調
査
書

(

第
二
十
九
号
様
式)

を
添
付
し
、
知
事
に
進
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

省
令
第
三
十
六
条
の
三
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
前
項
の
進
達
を
し
た
児
童
相
談

所
長
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
五
号
様
式
中｢―

第
14条
｣

を｢､
第
12条
､
第
14条
､
第
15条
｣

に
、｢第

13条
第
１
項
､

第
14条
｣

を

｢第
14条
第
１
項
､
第
15条
｣

に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
中｢―

第
14条
｣

を｢､
第
12条
､
第
14条
､
第
15条
｣

に
、｢第

13条
第
２
項
､

第
14条
｣

を

｢第
14条
第
２
項
､
第
15条
｣

に
改
め
る
。

第
三
十
一
号
様
式
中｢第

24条
｣

を｢第
26条
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
三
十
四
号
様
式
と
す
る
。

第
三
十
号
様
式
中

｢第
23条
｣

を

｢第
25条
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
三
十
三
号
様
式
と
す
る
。

第
二
十
九
号
様
式
中｢第

23条
｣

を｢第
25条
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
三
十
二
号
様
式
と
す
る
。

第
二
十
八
号
様
式
中｢第

22条
｣

を｢第
24条
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
三
十
一
号
様
式
と
す
る
。

第
二
十
七
号
様
式
中

｢第
22条
｣

を

｢第
24条
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
三
十
号
様
式
と
す
る
。

第
二
十
六
号
様
式
中

｢第
21条

｣

の
次
に

｢､
第
22条

｣

を
加
え
、｢児

童
自
立
生
活
援
助
事
業

廃
止
(休
止
)
届
書
｣

を

｢児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
等
(一
時
預
か
り
事
業
)
廃
止
(休
止
)
届

書
｣

に
、｢児

童
自
立
生
活
援
助
事
業
を
｣

を｢児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
等
(一
時
預
か
り
事
業
)

を
｣

に
改
め
、

｢第
34条
の
３
第
３
項
｣

の
次
に

｢
(第
34条
の
11第
３
項
)
｣

を
加
え
、
同
様
式

の
記
中
３
を
４
と
し
、
２
を
３
と
し
、
１
を
２
と
し
、
同
記
に
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
事
業
の
種
類
及
び
内
容

第
二
十
六
号
様
式
を
第
二
十
七
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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� �
第
28号
様
式
(第
23条
関
係
)

年
月

日

青
森
県
知
事

殿

住
所

(電
話
番
号
)

氏
名

�

養
育
里
親
名
簿
登
録
申
請
書

養
育
里
親
に
な
り
た
い
の
で
､
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
36条
の
37第
１
項
(第
２
項
)
の
規
定

に
よ
り
､
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
｡

記

注
１
該
当
す
る
□
に
は
､
�
印
を
記
入
す
る
こ
と
｡

２
｢児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
１
条
の
36第
１
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
事

実
｣
､
｢児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
１
条
の
36第
３
号
の
要
件
に
該
当
す
る
事
実
｣
及
び
｢専

門
里
親
研
修
を
修
了
し
た
年
月
日
又
は
修
了
す
る
見
込
み
の
年
月
日
｣
の
欄
は
､
専
門
里
親
と

し
て
養
育
里
親
名
簿
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
記
入
す
る
こ
と
｡

３
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
｡

�
申
請
者
及
び
そ
の
同
居
人
の
履
歴
書

�
申
請
者
の
居
住
す
る
家
屋
の
平
面
図

�
養
育
里
親
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
又
は
修
了
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

�
児
童
福
祉
法
第
34条
の
15第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
書
類

�
専
門
里
親
と
し
て
養
育
里
親
名
簿
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
､
児
童
福

祉
法
施
行
規
則
第
１
条
の
36第
１
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す

る
書
類
及
び
専
門
里
親
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
又
は
修
了
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
を
証
す

る
書
類

４
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

青 森 県 報�����	
�� 
� 号外第27号�

希
望
す
る
養
育
里
親
の
種
類

□
専
門
里
親
で
な
い
養
育
里
親

□
専
門
里
親

申請者及びその同居人の状況

氏
名

申
請
者
と
の

続
柄
又
は
関
係
性
別
生
年
月
日

職
業

健
康
状
態

申
請
者

男
・
女

年
月
日

同居人

１
男
・
女

年
月
日

２
男
・
女

年
月
日

３
男
・
女

年
月
日

４
男
・
女

年
月
日

５
男
・
女

年
月
日

６
男
・
女

年
月
日

養
育
里
親
研
修
を
修
了
し
た
年
月
日
又
は
修
了
す
る
見
込
み
の
年
月
日

年
月

日

養
育
里
親
に
な
る
こ

と
を
希
望
す
る
理
由

一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
､
要
保
護
児
童
を
養
育
す
る
こ

と
を
希
望
す
る
場
合
に
は
そ
の
旨

従
前
に
里
親
で
あ
つ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
旨
及
び

他
の
都
道
府
県
に
お
い
て
里
親
で
あ
つ
た
場
合
に
は
当
該
都

道
府
県
名

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
１
条
の
36第

１
号
に
掲
げ
る
い
ず

れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
事
実

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
１
条
の
36第

３
号
の
要
件
に
該
当

す
る
事
実

専
門
里
親
研
修
を
修
了
し
た
年
月
日
又
は
修
了
す
る
見
込
み
の
年
月
日

年
月

日

� �



� �
第
29号
様
式
(第
23条
関
係
)

養
育
里
親
調
査
書

(表
)

注
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

(裏
)

青 森 県 報平成21年３月30日 月曜日 号外第27号 �

調
査
機
関

調
査
年
月
日

�
年

月
日

�
年

月
日

養育里親申込者に関する事項

住
所

養
育

里
親

申
込

者
(男
・
女
)
養

育
里

親
申

込
者

(男
・
女
)

氏
名

年
月
日

年
月

日
(

歳
)

年
月

日
(

歳
)

職
業

経
歴

健
康
状
態

申
込
動
機

児
童
養
育

の
熱
意
及

び
方
針

氏
名
続
柄
又

は
関
係
性
別
生
年
月
日
年
齢

健
康
状
態
経
歴
職
業
・
就

学
状
況

同居人の状況等

１
男
・
女

年
月
日

２
男
・
女

年
月
日

３
男
・
女

年
月
日

４
男
・
女

年
月
日

５
男
・
女

年
月
日

同
居
人
の
児

童
養
育
に
対

す
る
考
え
方

家
庭
の
経
済

状
況

住
居
の
状
況

その他

近
隣
の
地
域

的
・
社
会
的

状
況

そ
の
他
必
要

と
思
わ
れ
る

事
項

調査機関の意見

調
査
の
結
果
､
次
の
理
由
に
よ
り
適
当
と
認
め
ま
す
｡

年
月

日

児
童
相
談
所
長

�

� �



� �

第
二
十
五
号
様
式
中

｢第
21条
｣

の
次
に

｢､
第
22条
｣

を
加
え
、

｢児
童
自
立
生
活
援
助
事
業

変
更
届
書
｣

を

｢児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
等
(一
時
預
か
り
事
業
)
変
更
届
書
｣

に
、

｢児
童
自

立
生
活
援
助
事
業
に
つ
い
て
｣

を｢児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
等
(一
時
預
か
り
事
業
)
に
つ
い
て
｣

に
改
め
、

｢第
34条
の
３
第
２
項
｣

の
次
に

｢
(第
34条
の
11第
２
項
)
｣

を
加
え
、
同
様
式
の
記

中
４
を
５
と
し
、
３
を
４
と
し
、
２
を
３
と
し
、
１
を
２
と
し
、
同
記
に
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

１
事
業
の
種
類
及
び
内
容

第
二
十
五
号
様
式
を
第
二
十
六
号
様
式
と
す
る
。

第
二
十
四
号
様
式
中

｢第
21条
｣

の
次
に

｢､
第
22条
｣

を
加
え
、

｢児
童
自
立
生
活
援
助
事
業

開
始
届
書
｣

を

｢児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
等
(一
時
預
か
り
事
業
)
開
始
届
書
｣

に
、

｢児
童
自

立
生
活
援
助
事
業
を
｣

を

｢児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
等
(一
時
預
か
り
事
業
)
を
｣

に
改
め
、

｢第
34条

の
３
第
１
項
｣

の
次
に

｢
(第
34条

の
11第

１
項
)
｣

を
加
え
、
同
様
式
の
記
の
１
中

｢事
業
の
｣

の
次
に

｢種
類
及
び
｣

を
加
え
、
同
記
の
８
を
同
記
の
10
と
し
、
同
記
の
７
中

｢､
所

在
地
及
び
入
所
定
員
｣

を

｢及
び
所
在
地
(並
び
に
利
用
定
員
)
｣

に
改
め
、
同
７
を
同
記
の
８
と

し
、
同
８
の
次
に
同
記
の
９
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

９
建
物
そ
の
他
設
備
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
そ
の
図
面

第
二
十
四
号
様
式
の
記
中
６
を
７
と
し
、
５
を
６
と
し
、
４
を
５
と
し
、
３
の
次
に
４
と
し
て
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

４
運
営
規
程

第
二
十
四
号
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
一
時
預
か
り
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
､
記
の
４
に
掲
げ
る
事
項
の
届
出

を
要
し
な
い
｡

２
記
の
７
及
び
９
に
掲
げ
る
事
項
の
届
出
は
､
一
時
預
か
り
事
業
を
行
お
う
と
す
る
場
合

に
要
す
る
｡

３
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

第
二
十
四
号
様
式
を
第
二
十
五
号
様
式
と
し
、
第
二
十
一
号
様
式
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
ま
で
を

一
様
式
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
十
八
号
様
式
か
ら
第
二
十
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

第
十
七
号
様
式
の
五
中

｢第
12条
の
２
｣

を

｢第
13条
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
十
一
号
様
式

と
す
る
。

第
十
七
号
様
式
の
四
中

｢第
12条
の
２
｣

を

｢第
13条
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
十
号
様
式
と

す
る
。

第
十
七
号
様
式
の
三
中

｢第
12条
の
２
｣

を

｢第
13条
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
九
号
様
式
と

す
る
。

第
十
七
号
様
式
の
二
中

｢第
12条
の
２
｣

を

｢第
13条
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
八
号
様
式
と

す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


